
医療連携推進方針 

 

１．医療連携推進区域 

和歌山保健医療圏（和歌山市、海南市、海草郡紀美野町） 

 

２．参加法人 

医療法人須佐病院（須佐病院） 

医療法人福慈会（福外科病院） 

３．理念・運営方針 

（理 念） 

人口減少や少子高齢化が急速に進む中、住み慣れた地域で誰しもが安心して暮

らすことが出来るよう、地域の医療機関が相互に連携し、持続可能で安定的な医療

サービスが提供出来る様に対応していきます。 

地域介護については、認知症問題や栄養ケアステーションの普及に取り組みま

す。 

災害医療については、南海トラフ地震の対応として災害時に強い医療を目指し、連

携機関と共に資源を活用し、BCPを前提に対応出来る組織を確立します。 

（運営方針） 

・地域のニーズに即した医療機能の分担により、質の高い充実した医療サービスを提

供します。 

・参加法人間の業務連携により、効率的で持続可能な経営環境を実現します。 



・参加法人の専門性や特色を生かし、職員相互の情報共有及び技術研鑽を行い、地

域の医療水準の向上に寄与します。 

・参加医療機関相互間の機能分担・連携を推進し、質の高い医療を効率的に提供す

ることによって、地域医療構想の達成に貢献します。 

・医療機関をはじめとして、予防介護（ヘルスケア等）、住まいや生活支援等のサービ

スを包括的に提供する事業者等に開かれた組織とし、地域の実情に合った機能分化

及び医療資源の集約化を行うことで、地域包括ケアを実現します。 

 

４．病院等相互間の機能の分担及び業務の連携に関する事項 

及びその目標 

① 医療機器等の共同購入及び共同利用 

ＭＲＩ、ＣＴ、腹腔鏡手術支援・内視鏡システム、超音波装置、電子カルテ等の高額

医療機器等を、参加法人間で共同購入及び共同利用することにより、重複投資を抑

制しコストの削減を図ります。 

② 医療材料・医薬品の共同購入 

利用頻度の低い医療材料や医薬品を共同購入することにより、廃棄率を低減し仕

入れ額等の抑制に繋げ、経営の効率化を図ります。また、参加法人間での同一規格

商品の提供が可能となり、患者へのサービスの向上や職員の業務の効率化を図りま

す。 

③医療従事者の資質向上に関する共同研修 

院内感染対策・医療安全（行動制限）・褥瘡対策（栄養管理）の講習会や研修会、

勉強会を共同で開催し、参加法人間で共通の問題意識を持つとともに、相互が補完

し合うことにより課題の解決に繋げます。 

また、教育体制を充実させ、一人ひとりのモチベーションを維持することで、離職防

止や能力の均一化を目指します。 

さらに、施設や在宅療養への更なる移行の進展を見据え、専門性の高い看護師

（特定行為研修修了者等）の研修制度を確立します。 



④ 患者の相互診療体制の構築 

ＩＣＴを活用して、電子カルテや遠隔画像診断・自動再来受付機・自動精算機といっ

た電子機械化を推進します。また、オンライン診療・電子処方箋といった医療 DXに

資する技術も導入します。今後、電子カルテの標準化で普及率が向上し、各医療機

関で医療情報の共有化（３文書・６情報）と、全国医療情報プラットフォームの基盤整

備が実現した後、医療 DXの新潮流に準備していたＩＣＴを活用した情報共有システ

ムを運用することにより、参加医療機関相互の迅速なや、より専門医療が必要な場

合には、今まで以上によりスピーディーに専門医療機関を選択できるシステム構築が

可能となります。  

また、地域住民の健康増進を図るため、各医療機関において積極的に特定健康

診断やがん検診の勧奨を含め受診率の向上に寄与します。 

 

５．介護事業その他地域包括ケアの推進に資する事業に関する事項 

① 要介護者への対応・人材育成 

アセスメントとエヴァリュエーション 

利用者や家族の情報収集や暮らしぶりから、ADL（日常生活動作）や IADL（手段

的日常生活動作）、コミュニケーション能力や介護力、住居環境や精神状態を分析

し、その後阻害要因も分析します。そして、モニタリングの後事後評価で再検証すると

いうサイクルを構築することで有能な人材を育成します。 

② 要介護者の情報共有化 

病状悪化傾向等の利用者については、参加法人間での事前確認により情報を共

有する体制を構築し、適切な医療・介護を提供します。 

③ 認知症対策と職員教育 

認知症対策の重要課題は、職員の病気への理解です。まず本質を理解しないと間

違った対応を取ってしまいます。そのため「パーソン・センタード・ケア」、「ユマニチュ

ード」、「バリデーション療法」等を取り入れ、認知症患者との正しい関わり方や家族に



対する適切な指導法を職員に習熟させます。また、地域包括支援センターとも連携を

図っていきます。 

④ 地域における調剤薬局との連携 

シームレスな連携を確立するため、在宅はもちろん、入退院時の情報連携と一元

的・継続的に対応できる薬局（地域連携薬局が望ましい）との連携を強化します。 

 

 


